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介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬の日割り請求に係る適用について（通知） 

 

 

平素から本町の介護保険事業について、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

さて、本町では平成 28年３月から介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を開始した

ところですが、平成 27年３月 31日付け厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に

係る参考資料の送付について（確定版）」のⅠ 資料９にあるとおり、総合事業における現行相

当サービスにつきまして、従前の介護予防給付費と算定方法が異なる点があり、月途中にサービ

スを開始した場合は契約日が起算日となり、日割計算を行います。 

つきましては、サービス提供事業所及び地域包括支援センター等の間で連携を図り、漏洩ない

ようご対応くださいますようお願いします。 

また、過去に月額報酬で算定しているものがある場合は、大変お手数ではございますが、過誤

申立により対応していただきますようお願い申し上げます。 

※なお、緩和基準サービスにつきましても現行相当サービスと同様の取扱とします。 
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